
 

第１９４回教育研究評議会＜議事要録＞ 

 

日 時   令和３年９月１３日（月）１４：００～１５：１５ 

場 所   ＜TV会議により実施＞ 

本部棟３階 特別会議室，本部棟５階 大会議室，医学部 第１会議室 

出席者 服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，長澤理事，金山副学長， 

向副学長，松崎副学長，増永副学長，丸橋法文学部長，加藤教育学部長， 

磯村人間科学部長，鬼形医学部長，伊藤総合理工学部長，川向生物資源科学部長，

田中評議員，河添評議員，髙橋評議員，石原評議員，小俣評議員，松本評議員， 

河野評議員，廣光評議員，境評議員，村川評議員，杉江評議員 

オブザーバー   千家監事 

欠席者   なし 

〔陪席：企画部長，教育・学生支援部長，総務部長，財務部長，法文学部事務長，

教育学部・人間科学部事務長，医学部事務部長，自然科学系事務部長， 

企画課長，学生支援課長，総務課長，自然科学系第二課長〕 

 

議題１ 学生の懲戒について 

 ○ 肥後理事から学生の懲戒について概要を説明したのち，当該学生の所属する学部長から

詳細について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。 

議題２ 学則，大学院学則の一部改正及び関係規則の制定について 

 ○ 肥後理事から新型コロナウイルス感染症罹患等により入学試験を受験できなかった志願

者への検定料返還対応を可能とするための学則，大学院学則の一部改正及び関係規則の制

定について説明があった。 

 ○ 小俣評議員から新型コロナウイルス感染症罹患後に生じた後遺症により入学試験を受験

できなかった場合でもこの規則は適用されるのか質問があり，肥後理事から個々の事情に

応じて対応が必要な場合は，新型コロナウイルス感染症への罹患等により受験できなかっ

た者に対する入学検定料の返還に関する規則第３条第４項を適用することが可能か検討す

ることになるとの回答があった。 

 ○ 審議の結果，原案どおり議決された。 

議題３ 管理学則の一部改正について 

 ○ 藤田理事から医学部の講座名の変更に伴う管理学則の一部改正について説明があり，審

議の結果，原案どおり議決された。 

議題４ 令和３年度新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入学料の徴収猶予の取扱いの特例に

関する規程の制定について 

 ○ 肥後理事から令和３年度新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入学料の徴収猶予の取扱

いの特例に関する規程の制定について説明があった。 

 ○ 伊藤総合理工学部長から経済的状況が改善しなかった場合は更に延長が認められるか質

問があり，肥後理事からこの規程は特例を定めるものであることから更なる延長について

は認められないものと考えるとの回答があった。 

 ○ 審議の結果，原案どおり議決された。 

報告事項１ 第４期中期目標・中期計画（素案）の策定について 

 ○ 学長から第４期中期目標・中期計画（素案）の策定について報告があった。 

報告事項２ 第３期中期目標期間の教育研究の状況に係る評価について 

○ 肥後理事から大学改革支援・学位授与機構から通知された第３期中期目標期間の教育研



 

究の状況に係る評価について報告があった。 

○ 千家監事から改善を要する点など指摘があった内容について第３期中に改善を行うのか

質問があり，肥後理事から評価結果は確定しているが，指摘があった内容について精査し

改善に取り組むとの回答があった。 

報告事項３ 剽窃検知オンラインツール iThenticateの導入について 

○ 大谷理事から剽窃検知オンラインツール iThenticateの導入について報告があった。 

報告事項４ 令和４年度医学部入学定員増員計画について 

○ 肥後理事から令和４年度医学部入学定員増員計画について報告があった。 

報告事項５ 組換え DNA実験安全管理規則の一部改正について 

報告事項６ 動物実験規則の一部改正について 

 ○ 報告事項５及び報告事項６については関連があるため，あわせて報告することとされた。 

 ○ 大谷理事から組換え DNA 実験安全管理規則及び動物実験規則の一部改正について報告が

あった。 

 ○ 松崎副学長から教育訓練について複数回受講できる機会を設定して欲しいとの意見があ

った。 

報告事項７ 令和２年度島根大学支援基金の受入状況について 

 ○ 藤田理事から令和２年度島根大学支援基金の受入状況について報告があった。 

報告事項８ コンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）の実施状況について（R3.8.31現

在） 

 ○ 藤田理事から令和３年８月３１日現在のコンプライアンス・プログラム（e-ラーニン

グ）の実施状況について報告があった。 

 ○ 学長から研究倫理に関する e-ラーニングの受講は科研費の申請に必須であるのか質問が

あり，藤田理事から科研費の申請を行うにあたり必ず必要となるため引き続き受講の徹底

を図るとの回答があった。 

報告事項９ 国際交流協定の締結について 

 ○ 報告事項９は書面をもって報告に代えた。 

 

その他 

○ 学長から次期医学部長について報告があり，鬼形和道教授（現職再任）の紹介があっ

た。 

○ 学長から退任される評議員について報告があり，向副学長から退任の挨拶があった。 


